
（発注関係事務を適切に実施することができる者の活用等）

第二十二条
４ 国及び都道府県は、発注者を支援するため、専門的な知識又
は技術を必要とする発注関係事務を適切に実施することができる
者の育成及びその活用の促進、発注関係事務を公正に行うことが
できる条件を備えた者の適切な評価及び選定に関する協力、発注
関係事務に関し助言その他の援助を適切に行う能力を有する者の
活用の促進、発注者間の連携体制の整備その他の必要な措置を
講ずるよう努めなければならない。

公共工事の品質確保の促進に関する法律第二十二条（抜粋）
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